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「ふくおか地域リーダー育成キャンプ」委託業者選定に係る提案の募集 

質問書に対する回答（令和８年５月２５日作成） 
 

質
問 
番
号 

公募要領ページ 
仕様書ページ等 

 
質  問  内  容 

 

 
回 答 

１ 
企画提案公募要領 
４ページ１０ 

Ｑ１ 
企画書に細かい日程の記載は必要ないで
しょうか。 

Ａ１ 
企画書に詳細な日程の記載は必須で
はありません。ただし、プログラムの
企画内容（季節性や時期が効果に大き
く影響する場合など）と密接に関連す
る場合は、開催時期や具体的な日程案
を記載いただくことを推奨します。 

Ｑ２ 
企画書の縦横の指定はありますでしょうか
。 

Ａ２ 
企画書の縦横の指定はありません。 

２ 
企画提案公募要領 
５ページ１４ 

Ｑ３ 
総価契約であり、領収書等の提出は不要と
いう認識でよろしいでしょうか。 

Ａ３ 
お見込みのとおりです。 

３ 
業務委託仕様書 
１ページの３ 

Ｑ４ 
対象者が、中学生のみではなく、小学５
年生から中学３年生になっている背景・
理由を教えてください。 

Ａ４ 
より早い時期から地域のことを自分
事として考えてもらうためです。 

Ｑ５ 
また、小学生と中学生を混合で実施する
ことを想定していますか？それとも学年
別に分けることを想定していますか？ 

Ａ５ 
プログラムの効果を最大限に引き出
すため、学年構成については、特に限
定を設けておりません。つきましては
、貴社の企画内容において、最も効果
的な混合方法や学年別の実施方法な
ど、その理由と合わせてご提案いただ
けますと幸いです。 

４ 
業務委託仕様書 
１ページの３ 

Ｑ６ 
筑紫野まるごと共創プログラムでは、参
加予定人数が３０～４０人程度で、あさ
くら活力UP！プログラムでは、２０～３
０人程度と記載がございますが、各プロ
グラムでご予算の割合は決まっています
か？（例えば、人数に応じて予算の割合
を決めたい。など） 

Ａ６ 
各プログラムの予算割合は定めてい
ません。 

５ 
業務委託仕様書 
１ページの３（１） 

Ｑ７ 
「筑紫野市のシティブランディング事業
（※）で出た提案をもとに」と記載があ
りますが、その提案内容を企画提出期限
よりも前に、共有いただくことはできま
せんか。 

Ａ７ 
共有することができません。 

Ｑ８ 
また、筑紫野市のＨＰに記載のシティブ
ランディング事業について、令和７年度
に実施された調査やワークショップの結
果をご共有いただくことはできますか。 

Ａ８ 
筑紫野市が公表している情報以外の
内容については、お答えできかねます
。市公式ウェブサイト等で公開されて
いる情報をご参照ください。 
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６ 
業務委託仕様書 
１ページの３（１） 

Ｑ９ 
「筑紫野まるごと共創プログラム」とい
うプログラム名に、熱い想いを感じまし
た。このプログラム名に込めた想いを、
教えていただけますでしょうか？ 

Ａ９ 
「筑紫野まるごと共創プログラム」と
いう名称には、次代を担うこどもたち
が地域とともに、地域の魅力や未来を
「創り上げていく」という想いを込め
ています。 
このプログラムを通じて、こどもたち
が自分の住む地域に誇りを持ち、将来
、地域や様々な分野で活躍するリーダ
ーとなることを目指しています。 

７ 
業務委託仕様書 
１ページの３（１） 

Ｑ１０ 
筑紫野まるごと共創プログラムの日程に
ついて、１泊２日のプログラムを４回程
度実施するという認識でよろしいでしょ
うか。 

Ａ１０ 
１泊２日のプログラムを４回実施す
るものではありません。本プログラム
では、合計で４～５日程度の実施期間
を予定しております。例えば、１泊２
日を１回、日帰りを２回といった組み
合わせも考えられます。貴社の企画内
容に応じて、この期間内で最も効果的
なプログラム実施形態をご提案くだ
さい。 

Ｑ１１ 
竜岩自然の家又は二日市温泉街のホテル
のいずれか利用という認識でよろしいで
しょうか。 

Ａ１１ 
竜岩自然の家、二日市温泉街のホテル
は、宿泊場所の候補として例示したも
のです。どちらか一方の利用、あるい
は両方を組み合わせた利用も可能で
す。貴社の企画内容において最適な実
施場所が他にある場合は、その理由と
合わせてご提案いただくことも可能
です。 

８ 
業務委託仕様書 
１ページの３（２） 

Ｑ１２ 
「あさくら活力ＵＰ！プログラム」とい
うプログラム名に、あさくら地域の今と
昔、もしくは理想と現実のギャップに対
する課題を感じました。このプログラム
名に込めた想いを教えていただけますで
しょうか？ 

Ａ１２ 
「あさくら活力ＵＰ！プログラム」と
いう名称には、朝倉地域が抱える課題
を、次代を担うこどもたちが「自分事
」として捉え、積極的に関わることで
「活力ある地域」へと引き上げていき
たいという想いを込めています。 
 
このプログラムを通じて、こどもたち
が自分の住む地域に誇りを持ち、将来
、地域や様々な分野で活躍するリーダ
ーとなることを目指しています。 

９ 
業務委託仕様書 
２ページの４（１）
③ 

Ｑ１３ 
学生スタッフの配備について、対象者は大
学生限定になりますでしょうか。 

Ａ１３ 
限定はしていません。 

Ｑ１４ 
また、各プログラムにおける想定人数をご
教示ください。 

Ａ１４ 
運営スタッフの想定人数につきまし
ても、企画内容によって必要な体制が
大きく異なるため、特に固定はしてお
りません。貴社が提案されるプログラ
ムの実施内容や規模に応じ、安全かつ
円滑な運営が可能な最適なスタッフ
体制を合わせてご提案ください。 
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10 
業務委託仕様書 
２ページの５（１）
② 

Ｑ１５ 
講師の選定において、地元関係者（地域
の経営者・農家・職人等）を招く場合、
県または関係市町からの紹介・推薦を受
けることは可能か。 

Ａ１５ 
委託業者決定後、協議の過程で必要で
あれば、応じることは可能です。 

11 
業務委託仕様書 
２ページの５（２） 

Ｑ１６ 
参加者の募集に際して、貴県より該当の市
町村へ、事前の事業周知はされております
でしょうか。 

Ａ１６ 
現時点では、本格的な参加者募集に向
けた市町村への事前周知は行ってお
りません。今後、参加者の募集にあた
っては、県から各市町村及び各小中学
校に周知する予定です。 

Ｑ１７ 
各学校への直接の周知活動や追加募集を行
う場合、ご紹介などいただけるのでしょう
か。 

Ａ１７ 
必要に応じて、学校や教育委員会を紹
介します。 

12 
業務委託仕様書 
３ページの５（３）
④ 

Ｑ１８ 
「関係者と協議の上」と記載がございま
すが、各市町とのやり取りや議事録作成
は発生しますでしょうか？発生する場合
、委託業者が行いますでしょうか。 

Ａ１８ 
本事業は県の単独事業となるため、「
関係者」に各市町は含まれておりませ
ん。したがって、委託業者による各市
町とのやり取りや、それに伴う議事録
作成は発生いたしません。 
 
「関係者と協議の上」という文言は、
主に講師や学生スタッフ、その他プロ
グラムの実施に直接関わる運営関係
者との間で、円滑な進行に必要な調整
をお願いするものです。 

Ｑ１９ 
またその場合、各市町との打ち合わせは
、何回程度を想定しておりますでしょう
か。 

Ａ１９ 
Ａ１８のお答えのとおり、各市町との
打合せは想定していません。 

 


